
船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 真珠養殖施設損傷 

発生日時 不明（平成３０年３月２０日 ０２時０３分ごろ～０２時２１分ごろ

の間） 

発生場所 長崎県平戸市川内
か わ ち

湾 

 平戸川内港沖防波堤灯台から真方位１４６°１,１９０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１９.０′ 東経１２９°３１.７′） 

事故の概要  貨物船美鍛
み か

丸は、錨泊中、走錨し、真珠養殖施設に進入して同施設

が損傷した。 

事故調査の経過 平成３０年３月２６日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 美鍛丸、７４８トン 

１４３０６４、株式会社菅原ジェネラリスト 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

真珠養殖施設 枠綱の切断等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北北東、風速 約１０～１５m/s、視界 良

好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

平戸市には、３月１９日１１時０２分に暴風警報（発表基準：陸上

又は海上で平均風速が２０m/sに達すると予想された場合）が発表

され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、航行予定海域の天候悪化を予想

し、平成３０年３月１９日１８時３５分ごろ、川内湾において船首を

北方に向け、右舷錨を投下して錨鎖を４節繰り出し、主機を停止して

錨泊を開始した。 

本船の錨泊場所は、東方に湾口を開いた川内湾の中央付近で、湾口

南側に位置する曲
まが

リ埼西方沖に設置された真珠養殖施設（以下「本件

養殖施設」という。）から北北東方沖約６００ｍの地点であった。 

船長は、錨泊する際、風速が約１０～１２m/sとなっていることを

認め、湾内であり風がこれ以上強くなることはないと思い、錨泊開始

後、書類整理を行ったのち、１９時２０分ごろ自室に戻って休息する

こととして船橋を無人とした。 

船長は、２０日０５時３０分ごろ、起床して船尾楼甲板に出たとこ

ろ、本船が陸岸付近に接近した上、船尾付近の海面に本件養殖施設の

ブイが密集しているのを認め、本船が走錨し、同施設に進入したこと



に気付き、風速が約１５m/sとなっていることを認めた。 

本船は、船長が陸岸から遠ざかる目的で、抜錨し、主機を前進とし

たところ、プロペラに養殖施設の枠綱を巻き込み、航行不能となっ

た。 

本船は、船長が、船舶管理会社に本事故の発生を連絡し、海上保安

庁に通報した後、船舶所有者が手配した引船によって養殖施設から引

き出された。 

本船は、空船で、喫水が船首約２.７ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

本船の錨泊場所は、水深が約３０ｍ、底質が泥で、本事故当時、川

内湾に本船以外の錨泊船はいなかった。 

船長は、川内湾での錨泊経験があり、曲リ埼西方沖に養殖施設が設

置されていることを知っていた。 

本船の錨は、ストックレスアンカー（ＡＣ－１４型）で、右舷錨が

重さ約１,４２０kg、左舷錨が重さ約１,４１０kgであった。 

本船の錨鎖は、全長が各舷約２２６ｍで、１節の長さが約２５ｍで

あった。 

船長は、本事故当時、暴風警報が発表されていることを知らなかっ

た。 

船舶自動識別装置（ＡＩＳ）情報の記録によれば、本船は、錨泊開

始後、１９日２２時２７分ごろ南南西方への走錨が始まり、２０日 

０２時０３分ごろ～２１分ごろの間に本件養殖施設付近に進入した。 

分析 

 

本船は、暴風警報が発表されている状況下、荒天避難の目的で錨泊

中、船長が、湾内であり風が強くなることはないと思い、錨鎖４節を

繰り出して単錨泊としていたことから、係駐力を上回る外力を受けて

走錨し、本件養殖施設に進入し、同施設が損傷したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、暴風警報が発表されている状況下、荒天

避難の目的で錨泊中、船長が、湾内であり風が強くなることはないと

思い、錨鎖４節を繰り出して単錨泊としていたため、係駐力を上回る

外力を受けて走錨し、本件養殖施設に進入したことにより発生したも

のと考えられる。 

再発防止策  船舶管理会社は、本事故後、再発防止策として、次の措置を講じる

こととした。 

・避泊を行う場合、天候や錨泊の状況等を記入した避難報告書を会

社へ提出させ、必要に応じて会社から錨地の変更等の指示をでき

るようにした。 

・避泊中は必ず当直を立て、主機の使用に備えるとともに、走錨を

早期に発見するため、目視に加え、レーダー、電子海図表示装置

のガードリング機能等を活用するよう周知徹底した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

・荒天により避泊する場合は、風等の外力を過小評価することなく

十分な長さの錨鎖を伸出するなど、適切な錨泊方法を講じた上、

主機を常に使用可能な状態にするとともに、当直を立てること。 

・荒天時は、注意報・警報の発表状況を随時確認するとともに、同

発表基準についても確認すること。 

・ＧＰＳ及びＡＩＳの情報を有効活用し、走錨の早期検知に努める

こと。 

 


